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東日本大震災により被害を受けられた
個人事業主の私的整理に関するガイドラインについて

司法書士法人Ｈ＆Ｍトラスト･代表社員 原 内 直 哉

１．円滑化法による貸し付け条件の変更は個人事業主の事業性ローンも対象に！

中小企業金融円滑化法が施行して２年半になりますが，平成２３年１２月末現在累計で１６６万３２８件の

申し込みがありました。

その内訳は…

◆実 行…１５１万６，９２４件，

◆謝 絶…４万５，０１７件

◆審査中…４万７，９３８件，

◆取下げ…５万４４９件

（金融庁公表：中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について（平成２４年３月３０日発表分））。

当初，１年か２年で切れる時限立法と見られていましたが，本年度も延長され半恒久的な法律として定着し

たように思います。

しかし，この法律は民主党政権下において始まった時限立法で，政権が交代した場合にその形を変える可能

性は多分にあります。

上記，取下げの中には，支払いの目途がたって取り下げた事案もあるとの報告がありますが，実行されてい

る件数に対し少数です。依然厳しい経済環境下にあるのには変わりありません。

法人企業再生とは少し視点が外れますが，案外知られていない「東日本大震災により被害を受けた個人債務
者の私的整理に関するガイドライン」について触れておきます。実はこの制度は，対象となり得る債務者であ

れば，個人事業主の事業性ローンもその対象になります。

２．制度のメリットは３点

この制度のメリットは大きく次の３点です。

① 破産手続き（法的整理）とは異なり個人信用情報の登録などの不利益を回避できます。
② 国の補助によって弁護士費用の出費がありません。
③ 自由財産たる現預金の範囲を，法定の９９万円を含めて合計５００万円を目安として拡張できます。

なお，拡張する自由財産の運用にあたっては，例外的な事情がない限り５００万円を上限とし，また被災状

況、生活状況などの個別事情によっては減額もあり得ます。

また，一定の条件をクリアし金融機関が要請すれば債務の減免も認められる場合もあります。

顧問先の個人事業主やその関係者で東日本大震災で支払困難になっているお客様がいらしたらこの債務整理

方法もご提案してみてはいかがでしょうか。詳しくは金融庁ホームページで確認できます。

以上


